
回

津 市

白塚新町ポンプ場沈砂池しゅんせつ業務委託設計書

委 託 仕 様 は 特 記 以 外 は 三 重 県 公 共 工 事 共 通 仕 様 書 及 び 委 託 監 督 員 の 指 示 に よ る 。

津市下水道局

下水道建設課

前　　金 部　分　払

無 0

平 成 ３ ０ 年 度

下 建 ポ 第 １ - ２ 号
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３０ 年度 下建ポ 第 号

（うち消費税等相当額 ）

津 市

業　　　務　　　の　　　大　　　要

　　　　　　　　　　機械しゅんせつ工　　　　　９０m3

長 ― 巾 ―

設計者

履行期間
平成３１年２月２０日限り

業務委託名
担当主幹

担当副主幹

設計額

検算者

白塚新町ポンプ場沈砂池しゅんせつ業務委託 調整担当主幹

平　成 １-２ 業　 務　 委   託   設   計   書
津市白塚町地内

担当副参事

業務委託場所
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位　置　図
平成３０年度下建ポ第１－２号
白塚新町ポンプ場沈砂池しゅんせつ業務委託

市道栗真海浜線

業務箇所

白塚漁港

白塚新町ポンプ場
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摘    要金    額単    価数    量単 位費目　　工種　　種別　　細別

設　計　内　訳　表

本工事費

式

         1.000

ポンプ場清掃工

式

         1.000

沈砂池清掃工

式

         1.000

第 0001 号 明細表
しゅんせつ工

式

         1.000

仮設工

式

         1.000

第 0002 号 明細表
水替工

直接工事費計 式

         1.000

間接工事費

共通仮設費

津市
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摘    要金    額単    価数    量単 位費目　　工種　　種別　　細別

設　計　内　訳　表

式

         1.000

共通仮設費（率計上額）

式

         1.000

共通仮設費計

純工事費 式

         1.000

式

         1.000

現場管理費

工事原価 式

         1.000

式

         1.000

一般管理費等

工事価格 式

         1.000

消費税及び地方消費税相当額 式

         1.000

本工事費計 式

         1.000

津市
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第 号 明細表0001 しゅんせつ工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

機械しゅんせつ工 第0001号単価表

m3

        90.000

汚泥

強力吸引車運搬工 第0002号単価表

m3

        70.000

合　　計

第 号 明細表0002 水替工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ポンプ排水 第0004号単価表

式

         1.000

合　　計

津市
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当り

号 施工単価表締切排水工

           1.000 式

0001第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

潜水ポンプ運転費

日

第0001号運転単価表

バックホウ運転費(賃料)【基準】

日

第0004号運転単価表

諸雑費

式            1.000

合計 式            1.000

津市
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当り

号 施工単価表締切排水工

           1.000 式

0001第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

単位当り 式            1.000 当り

津市

8



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0010 機械しゅんせつ工
汚泥

0001
         1 m3 当り

ﾘｯﾄﾙ一般用

軽油

人

清掃技師

人

清掃作業員

人

特殊運転手

時間

強力吸引車損料

         1.000m3合　　計

当り         1.000m3単位当り

津市
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0020 強力吸引車運搬工 0002
       100 m3 当り

第0003号単価表

日

強力吸引車機械運搬費

         1.000式

諸雑費

       100.000m3合　　計

当り         1.000m3単位当り

津市
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0030 強力吸引車機械運搬費 0003
         1 日 当り

人

一般運転手

ﾘｯﾄﾙ一般用

軽油

供日

強力吸引車損料

         1.000式

諸雑費

         1.000日合　　計

当り         1.000日単位当り

津市
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0040 ポンプ排水 0004
         1 式 当り

第0001号施工単価表

         1.000式

締切排水工

         1.000式合　　計

当り         1.000式単位当り

津市
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当り

号 運転単価表潜水ポンプ運転費

           1.000 日

0001第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

特殊作業員

人

工事用水中ポンプ運転費【基準】

日

第0002号運転単価表

発動発電機運転費

日

第0003号運転単価表

諸雑費

式            1.000

合計 日            1.000

単位当り 日            1.000 当り

津市
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当り

号 運転単価表工事用水中ポンプ運転費【基準】

           1.000 日

0002第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

工事用水中ポンプ

供用日

諸雑費

式            1.000

合計 日            1.000

単位当り 日            1.000 当り

当り

号 運転単価表発動発電機運転費

           1.000 日

0003第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

軽油

一般用 ﾘｯﾄﾙ

発動発電機賃料

排出ガス対策型 供用日

津市
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当り

号 運転単価表発動発電機運転費

           1.000 日

0003第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

諸雑費

式            1.000

合計 日            1.000

単位当り 日            1.000 当り

当り

号 運転単価表バックホウ運転費(賃料)【基準】

           1.000 日

0004第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

特殊運転手

人

軽油

一般用 ﾘｯﾄﾙ

バックホウ賃料

排ガス対策 供用日

津市
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当り

号 運転単価表バックホウ運転費(賃料)【基準】

           1.000 日

0004第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

諸雑費

式            1.000

合計 日            1.000

単位当り 日            1.000 当り

津市
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数　量　総　括　表

　　　平成３０年度下建ポ第１-２号
　　　白塚新町ポンプ場沈砂池しゅんせつ業務委託

レベル１　：　ポンプ場清掃工
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ポンプ場清掃工 式 1

沈砂池清掃工 式 1

しゅんせつ工 式 1

機械しゅんせつ工 汚泥 m3 90

強力吸引車運搬工 m3 70

仮設工 式 1

水替工 式 1

ポンプ排水 式 1

数   量   総   括   表

レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５
単 位 数  量 摘       要

（工事区分） (工   種) (種   別) (細   別) (規   格)
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汚泥　※別紙計算書より V=

× V=

1.0

水替工

ポンプ排水

式

1.0

1.0

式

式仮設工

機械しゅんせつ工 94.3

70.74 m3 70.7強力吸引車運搬工

m3

式

（規 格 及 び 計 算 式）

94.32 0.75

数　量　計　算　書

沈砂池清掃工 式 1.0

1.0しゅんせつ工

レベル２ レベル３ レベル４ レベル５
単位

94.32

数量
（工　種） （種　別） （細　別）
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断面積(m2) 立積(m3)

13.10 4.50 0.80 3.600 47.16

13.10 4.50 0.80 3.600 47.16

94.32
合　　計

白塚新町ポンプ場２号沈砂池

白塚新町ポンプ場１号沈砂池

数　　量　　集　　計　　表

箇　　所 距離(m) 幅(m) 堆積厚(m)
堆積量

摘　　要
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水替工 １式

しゅんせつ工 機械しゅんせつ 47.16
白塚新町ポンプ場
１号沈砂池

しゅんせつ工 機械しゅんせつ 47.16
白塚新町ポンプ場
２号沈砂池

合計

数量
（日）

摘要工種 項目
日当り施工量

(m3/日)
施工量
(m3)
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(
適

　
　

用
)

(
写

真
撮

影
)

123(
連

　
　

絡
)

(
施

工
方

法
)

12345(
提

出
書

類
)

　
業

務
完
了

時
提

出
書

類

1
)
業

務
委
託

完
成

報
告

書
　

１
部

　
　

2
)
業
務
委
託
完
成
写
真
 
 
１
部
　
　
3
)
作
業
状
況
写
真
　
１
部

4
)
請

求
書
 
 
１

部
　

　
5
)
そ

の
他

市
監

督
員
の
指
示
す
る
書
類
　
１
部

(
地

元
住

民
及
び

通
行

人
等

へ
の

広
報

)

　
受

注
者
は

、
業

務
着

手
前

及
び

業
務

期
間
中
を
通
じ
て
必
要
の
都
度
、
業
務
内
容
等
を
地
元
住
民
及
び
通

行
人

等
へ
周

知
し

、
協

力
を

求
め

る
た

め
の
必
要
な
処
置
を
講
ず
る
こ
と
。

(
作

業
中

の
安
全

確
保

)

　
受

注
者
は

、
三

重
県

公
共

工
事

共
通

仕
様
書
第
１
編
1
-
1
-
3
2
に
準
じ
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
。

(
工

　
　

程
)

　
実

施
時
期

に
つ

い
て

は
、

市
監

督
員

と
協
議
す
る
こ
と
。

す
る

も
の
と

し
、

受
け

入
れ

方
法

に
つ

い
て
は
受
け
入
れ
先
の
諸
条
件
を
遵
守
す
る
こ
と
。

　
ま

た
、
マ

ニ
フ

ェ
ス

ト
（

産
業

廃
棄

物
管
理
票
）
伝
票
は
、
発
注
者
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

　
業

務
に
先

立
ち

、
空

き
缶

等
の

異
物

は
除
去
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
こ
れ
に
よ
り
発
生
す
る
廃

棄
物

に
つ
い

て
は

受
注

者
の

責
任

に
お

い
て
処
理
す
る
も
の
と
し
、
処
理
に
当
た
っ
て
は
、
第
三
者
へ
の
損

害
及

び
公
衆

に
迷

惑
を

か
け

な
い

よ
う

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
暗

渠
等
に

出
入

り
し

、
ま

た
は

こ
れ

ら
の
内
部
で
作
業
を
行
う
場
合
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
酸
素

欠
乏

・
硫
化

水
素

危
険

作
業

主
任

者
の

指
示
に
従
い
、
酸
素
欠
乏
空
気
、
有
害
ガ
ス
等
の
有
無
を
作
業
開
始

　
し

ゅ
ん
せ

つ
汚

泥
は

、
三

重
県

津
市

森
町
２
３
５
３
番
地
仙
人
掌
株
式
会
社
汚
泥
造
粒
固
化
施
設
へ
搬
入

前
と

作
業
中

は
常

時
調

査
し

、
換

気
等

事
故
防
止
に
必
要
な
処
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
呼
吸
用
保
護
具
等

　
堆

積
物
数

量
は

、
図

面
に

示
す

清
掃

計
画
の
ほ
か
に
過
堀
り
が
あ
っ
て
も
そ
の
部
分
は
、
出
来
高
数
量
と

は
認

め
な
い

。

　
強

力
吸
引

車
の

タ
ン

ク
内

の
水

は
絶

対
に
他
の
汚
水
管
等
へ
流
さ
な
い
こ
と
と
す
る
。

を
準

備
す
る

こ
と

。

　
作

業
中
に

異
変

が
あ

れ
ば

、
市

監
督

員
に
報
告
す
る
こ
と
。

　
作

業
中
は

、
作

業
員

の
過

失
ま

た
は

、
不
注
意
に
よ
り
生
じ
た
損
害
及
び
施
工
に
関
連
し
て
、
既
設
構
造

物
、

そ
の
他

対
外

的
に

及
ぼ

す
損

害
の

補
償
は
す
べ
て
受
注
者
の
負
担
と
す
る
。

特
記

仕
様

書

　
こ

の
委

託
業

務
の

施
工

は
、

市
監

督
員

の
指
示
に
従
い
施
工
す
る
こ
と
。

　
受

注
者

は
着

工
前

、
作

業
中

、
完

成
の

写
真
を
撮
影
す
る
こ
と
。

　
た

だ
し

、
着

工
前

と
完

成
は

同
じ

場
所

か
ら
撮
影
の
こ
と
。

　
撮

影
に

お
い

て
は

作
業

場
所

を
入

れ
る

こ
と
。

　
工

事
写

真
は

、
原

則
と

し
て

カ
ラ

ー
撮

影
と
し
、
明
確
な
も
の
と
す
る
。
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(
産

業
廃

棄
物
収

集
運

搬
車

へ
の

表
示

・
書

面
備
え
付
け
)

産
業

廃
棄

物
収

集
運

搬
車

氏
名

又
は

名
称

許
可

番
号

 
第

○
○

○
○

○
○

号

産
業

廃
棄

物
収

集
運

搬
車

氏
名

又
は

名
称

表
示
方
法
に
関
す
る
注
意
事
項

・
車
両
の
両
側
面
（
車
体
の
外
側
）
の
見
や
す
い

位
置
に
わ
か
り
や
す
い
よ
う
に
表
示
す
る
こ
と
。

・
表
示
は
車
体
に
直
接
塗
装
す
る
か
、
プ
レ
ー
ト

を
車
体
に
鋲
で
固
定
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
や
む
を
得
ず
ス
テ
ッ

カ
ー

、

は
め
込
み
プ
レ
ー
ト
、
マ
グ
ネ
ッ
ト
に
よ
り
着
脱

が
可
能
な
方
法
で
表
示
を
行
う
場
合
、
ス
テ
ッ
カ
ー
等
の
素
材
に
は

風
雨

に
耐
え
ら
れ
る
も
の
を
使
用
す
る
こ
と
。
ま
た
、

走
行
中
に
破
損
し
た
り
、
車
体
か
ら
外
れ
た
り
、
他
者
に
容
易
に
取

り
外

さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

・
文
字
・
数
字
に
は
、
車
体
・
ス
テ
ッ
カ
ー
等
の

色
を
考
慮
し
、
識
別
し
や
す
い
色
を
用
い
る
こ
と
。
ま
た
、
風
雨
で

か
す

れ
た
り
、
容
易
に
書
き
換
え
ら
れ
な
い
よ
う
に
す

る
こ
と
。
汚
れ
等
が
付
着
し
た
場
合
は
、
た
だ
ち
に
取
り
除
く
こ
と

。

産
業
廃
棄
物
（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
）
収
集
運
搬
業
者
の
表
示
例

　
産

業
廃

棄
物

の
収

集
運

搬
に

係
る

表
示

及
び
書
面
備
え
付
け
を
行
う
も
の
と
す
る
。

3
.
2
㎝
以

上

3
.
2
㎝
以

上

4
.
9
㎝
以

上

3
.
2
㎝
以

上

排
出
事
業
者
が
自
ら
収
集
運
搬
す
る
場
合
の
表
示
例

4
.
9
㎝

以
上

産
業
廃

棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
の
用
に
供
す
る
運
搬
車
で
あ
る
旨
の
表
記

・
1
4
0
ポ
イ
ン
ト
以
上
の
大
き
さ
の
文
字

許
可
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
(
許
可
証
記
載
の
と
お
り
)

・
9
0
ポ
イ
ン
ト
以
上
の
大
き
さ
の
文
字

統
一
許
可
番
号
(
下
６

桁
)

・
9
0
ポ
イ
ン
ト
以
上
の
大
き
さ
の
文
字

(
1
)
J
I
S
 
Z
 8
3
0
5
で
規
定
さ
れ
て
い
る
大

き
さ

1
ﾎ
ﾟ
ｲ
ﾝ
ﾄ＝

0
.
3
51
4
㎜

(
2
)
J
I
S
 
Z
 8
3
0
5
で
規
定
さ
れ
た
大
き
さ

を
1
㎜
単
位
で
四
捨
五
入
し
た
数
値
で

す
。

産
業
廃

棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
の
用
に
供
す
る
運
搬
車
で
あ
る
旨
の
表
記

・
1
4
0
ポ
イ
ン
ト
以
上
の
大
き
さ
の
文
字

許
可
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
(
許
可
証
記
載
の
と
お
り
)

・
9
0
ポ
イ
ン
ト
以
上
の
大
き
さ
の
文
字

(
1
)
J
I
S
 
Z
 8
3
0
5
で
規
定
さ
れ
て
い
る
大

き
さ

1
ﾎ
ﾟ
ｲ
ﾝ
ﾄ＝

0
.
3
51
4
㎜

(
2
)
J
I
S
 
Z
 8
3
0
5
で
規
定
さ
れ
た
大
き
さ

を
1
㎜
単
位
で
四
捨
五
入
し
た
数
値
で

す
。
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暴
力

団
等

の
不

当
介

入
の

排
除

等
に

関
す

る
特

記
仕

様
書

 

 １
 

趣
旨

 

こ
の

特
記

仕
様

は
、

本
市

が
締

結
す

る
契

約
等

か
ら

の
暴

力
団

、
暴

力
団

関
係

者
、

 

暴
力

団
関

係
法

人
等

（
以

下
「

暴
力

団
等

」
と

い
う

。
）

の
不

当
介

入
を

排
除

し
、

契
約

等
の

適
正

な
履

行
を

確
保

す
る

こ
と

に
関

し
、

必
要

な
事

項
を

定
め

る
も

の
と

す
る

。
 

 ２
 

用
語

 

 
 

こ
の

特
記

仕
様

に
お

け
る

用
語

は
、

津
市

の
締

結
す

る
契

約
等

か
ら

の
暴

力
団

等
排

除

措
置

要
綱

（
平

成
２

７
年

津
市

訓
第

７
６

号
）

に
お

い
て

使
用

す
る

用
語

の
例

に
よ

る
。

 

 ３
 

受
注

者
等

の
義

務
 

⑴
 

本
市

の
契

約
等

の
相

手
方

及
び

下
請

負
人

等
（

以
下

「
受

注
者

等
」

と
い

う
。

）
は

、

暴
力

団
等

と
認

め
ら

れ
る

下
請

負
人

等
を

使
用

し
て

は
な

ら
な

い
。

 

⑵
 

受
注

者
等

は
、

暴
力

団
等

と
認

め
ら

れ
る

資
材

販
売

業
者

か
ら

資
材

等
を

購
入

し
て

は
な

ら
な

い
。

 

 
⑶

 
受

注
者

等
は

、
暴

力
団

等
と

認
め

ら
れ

る
廃

棄
物

処
理

業
者

が
有

す
る

廃
棄

物
処

理

施
設

及
び

廃
棄

物
処

理
業

者
等

を
使

用
し

て
は

な
ら

な
い

。
 

⑷
 

受
注

者
は

、
本

市
と

締
結

し
た

契
約

等
の

履
行

に
当

た
り

、
受

注
者

等
が

暴
力

団
等

に
よ

る
不

当
介

入
を

受
け

た
と

き
は

、
断

固
と

し
て

こ
れ

を
拒

否
し

、
直

ち
に

本
市

に

文
書

に
て

報
告

す
る

と
と

も
に

所
轄

の
警

察
署

に
通

報
し

捜
査

上
必

要
な

協
力

を
す

る

も
の

と
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
捜

査
上

必
要

な
協

力
を

行
っ

た
と

き
、

受
注

者

は
速

や
か

に
本

市
に

文
書

に
て

そ
の

内
容

を
報

告
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

な
お

、
受

注
者

等
が

不
当

介
入

を
受

け
た

こ
と

を
理

由
に

契
約

期
間

の
延

長
等

の
措

置
が

必
要

と
な

っ
た

と
き

、
受

注
者

は
本

市
に

契
約

期
間

の
延

長
等

を
求

め
る

こ
と

が

で
き

る
。

 

 ４
 

入
札

参
加

資
格

者
等

及
び

受
注

者
等

に
対

す
る

措
置

 

入
札

参
加

資
格

者
等

又
は

そ
の

役
員

等
が

暴
力

団
等

と
認

め
ら

れ
る

と
き

、
暴

力
団

等
 

と
密

接
な

関
係

を
有

し
て

い
る

と
認

め
ら

れ
る

と
き

な
ど

は
、

当
該

入
札

参
加

資
格

者
等

に
対

し
、

津
市

建
設

工
事

等
指

名
停

止
基

準
（

平
成

２
１

年
４

月
８

日
施

行
）

に
基

づ
く

指
名

停
止

措
置

を
講

じ
る

も
の

と
す

る
。

 

ま
た

、
上

記
３

の
義

務
に

違
反

し
た

受
注

者
等

に
対

し
て

も
、

同
様

に
指

名
停

止
措

置

を
講

じ
る

も
の

と
す

る
。

 

 ５
 

契
約

等
の

解
除

 

 
 

上
記

の
暴

力
団

等
と

認
め

ら
れ

る
と

き
な

ど
に

よ
り

指
名

停
止

措
置

が
講

じ
ら

れ
た

入

札
参

加
資

格
者

等
と

の
契

約
等

に
つ

い
て

は
、

こ
れ

を
解

除
す

る
こ

と
が

で
き

る
。
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配
慮

依
頼

事
項

 

 

受
注

者
に

お
い

て
は

、
こ

の
契

約
を

履
行

す
る

に
あ

た
っ

て
、

下
記

の
こ

と
に

つ
い

て
御

配
慮

い
た

だ
く

よ
う

お
願

い
し

ま
す

。
 

な
お

、
当

該
配

慮
依

頼
事

項
は

、
発

注
者

で
あ

る
津

市
が

受
注

者
の

自
由

な
協

力
を

お
願

い
す

る
も

の
で

あ
り

、
受

注
者

が
津

市
の

お
願

い
に

応
じ

な
か

っ
た

場
合

に
、

受

注
者

に
対

し
て

、
不

利
益

を
課

す
も

の
で

は
あ

り
ま

せ
ん

。
 

記
 

１
 

下
請

契
約

又
は

再
委

託
（

一
次

下
請

以
降

の
す

べ
て

の
下

請
負

人
又

は
再

委
託

者

を
含

む
。
）
が

認
め

ら
れ

た
契

約
に

あ
っ

て
は

、
下

請
契

約
又

は
再

委
託

等
に

お
い

て

市
内

本
店

事
業

者
を

活
用

す
る

こ
と

に
配

慮
し

て
く

だ
さ

い
。

 

２
 

資
材

、
原

材
料

等
の

調
達

が
必

要
と

な
る

場
合

は
、

市
内

本
店

事
業

者
か

ら
調

達
 

す
る

こ
と

及
び

地
元

製
品

、
地

元
生

産
品

を
使

用
す

る
こ

と
に

つ
い

て
も

配
慮

し
て

 

く
だ

さ
い

。
 

３
 

建
設

機
械

、
機

器
等

の
借

入
れ

が
必

要
と

な
る

場
合

は
、

市
内

本
店

事
業

者
か

ら
 

 
借

入
れ

す
る

こ
と

に
配

慮
し

て
く

だ
さ

い
。

 

４
 

業
務

従
事

者
等

の
使

用
人

等
が

必
要

と
な

る
場

合
は

、
使

用
人

等
に

市
民

を
活

用
 

す
る

こ
と

に
配

慮
し

て
く

だ
さ

い
。
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津
市

公
契

約
条

例
に

関
す

る
特

記
仕

様
書

 

 １
 

趣
旨

 

こ
の

特
記

仕
様

は
、

本
市

が
締

結
す

る
公

契
約

に
お

い
て

、
労

働
者

の
労

働
環

境
の

確

保
、

優
良

な
事

業
者

の
育

成
及

び
地

域
経

済
の

健
全

な
発

展
を

図
る

こ
と

に
関

し
、

必
要

な
事

項
を

定
め

る
も

の
と

す
る

。
 

 ２
 

用
語

 

こ
の

特
記

仕
様

に
お

け
る

用
語

は
、

津
市

公
契

約
条

例
（

津
市

条
例

第
２

２
号

）
（

以

下
「

条
例

」
と

い
う

。
）

に
お

い
て

使
用

す
る

用
語

の
例

に
よ

る
。

 

 ３
 

受
注

者
等

の
責

務
 

⑴
 

関
係

法
令

及
び

条
例

の
規

定
を

遵
守

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

⑵
 

受
注

者
等

は
、

労
働

者
の

適
正

な
労

働
環

境
の

確
保

に
努

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

⑶
 

受
注

者
等

は
、

労
働

者
と

対
等

な
労

使
関

係
を

構
築

す
る

と
と

も
に

、
下

請
契

約
等

を
締

結
し

よ
う

と
す

る
と

き
は

、
下

請
契

約
等

の
相

手
方

と
対

等
な

立
場

に
お

け
る

合

意
に

基
づ

い
た

適
正

な
契

約
を

行
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

⑷
 

受
注

者
等

は
、

下
請

契
約

等
の

相
手

方
を

選
定

す
る

と
き

、
又

は
資

材
等

を
調

達
す

る
と

き
は

、
地

域
経

済
の

発
展

に
配

慮
し

、
本

市
の

区
域

内
に

主
た

る
事

務
所

を
有

す

る
事

業
者

又
は

本
市

の
区

域
内

で
生

産
さ

れ
た

資
材

等
を

活
用

す
る

よ
う

努
め

な
け

れ

ば
な

ら
な

い
。

 

⑸
 

受
注

者
等

は
、

公
契

約
に

携
わ

る
者

と
し

て
、

社
会

的
な

責
任

を
自

覚
し

、
公

契
約

を
適

正
に

履
行

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

⑹
 

受
注

者
等

は
、

条
例

第
７

条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

き
市

長
又

は
上

下
水

道
事

業
管

理
者

（
以

下
「

市
長

等
」

と
い

う
。

）
が

行
う

報
告

の
求

め
及

び
立

入
検

査
そ

の
他

本

市
が

実
施

す
る

公
契

約
に

関
す

る
施

策
に

協
力

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 ４
 

公
契

約
の

解
除

等
 

市
長

等
は

、
受

注
者

等
が

次
の

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

と
き

は
、

当
該

公
契

約

の
解

除
、

受
注

者
等

の
指

名
停

止
等

必
要

な
措

置
を

採
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

⑴
 

条
例

第
７

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

報
告

を
怠

り
、

若
し

く
は

虚
偽

の
報

告
を

し
、

又
は

同
項

の
規

定
に

よ
る

立
入

検
査

を
拒

み
、

妨
げ

、
若

し
く

は
忌

避
し

、
若

し
く

は

質
問

に
対

し
て

応
答

せ
ず

、
若

し
く

は
虚

偽
の

回
答

を
し

た
と

き
。

 

⑵
 

条
例

第
８

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

命
令

に
従

わ
な

い
と

き
。

 

⑶
 

条
例

第
８

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
る

報
告

を
怠

り
、

又
は

虚
偽

の
報

告
を

し
た

と
き

。
 

⑷
 

⑴
か

ら
⑶

に
掲

げ
る

も
の

の
ほ

か
、

条
例

の
規

定
に

違
反

し
た

と
き

。
 

⑸
 

特
定

公
契

約
に

あ
っ

て
は

、
別

紙
誓

約
事

項
に

違
反

し
た

と
き

。
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労
働

環
境

の
確

保
に

係
る

誓
約

事
項

 

  
津

市
公

契
約

条
例

（
以

下
「

条
例

」
と

い
う

。
）

第
６

条
の

規
定

に
よ

り
、

下
記

事
項

に

つ
い

て
了

承
し

、
遵

守
す

る
こ

と
を

誓
約

し
ま

す
。

 

 
ま

た
、

誓
約

内
容

に
違

反
が

あ
っ

た
場

合
等

に
お

け
る

関
係

機
関

へ
の

通
報

、
指

名
停

止
、

契
約

解
除

及
び

違
約

金
徴

収
に

つ
い

て
異

議
は

あ
り

ま
せ

ん
。

 

記
 

１
 

津
市

公
契

約
条

例
施

行
規

則
第

８
条

に
掲

げ
る

関
係

法
令

（
次

項
に

お
い

て
単

に
「

関

係
法

令
」

と
い

う
。

）
を

遵
守

す
る

こ
と

。
 

２
 

関
係

法
令

に
違

反
し

、
関

係
機

関
か

ら
是

正
勧

告
等

が
あ

っ
た

場
合

は
、

津
市

長
又

は

津
市

上
下

水
道

事
業

管
理

者
（

以
下

「
市

長
等

」
と

い
う

。
）

へ
報

告
す

る
こ

と
。

 

３
 

条
例

第
７

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

報
告

の
求

め
及

び
立

入
検

査
に

対
し

、
誠

実
に

対

応
す

る
こ

と
。

 

４
 

労
働

者
が

条
例

第
９

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

申
出

（
以

下
「

違
反

申
出

」
と

い

う
。

）
を

し
た

こ
と

を
理

由
に

、
当

該
労

働
者

に
対

し
、

解
雇

そ
の

他
の

不
利

益
な

取
扱

い
を

し
な

い
こ

と
。

 

５
 

労
働

者
に

対
し

、
条

例
の

内
容

に
つ

い
て

周
知

を
行

う
こ

と
。

 

６
 

労
働

者
の

賃
金

水
準

の
引

上
げ

に
関

す
る

措
置

が
講

じ
ら

れ
る

場
合

は
、

下
請

契
約

等

の
請

負
契

約
金

額
の

見
直

し
、

労
働

者
の

賃
金

の
引

上
げ

等
に

つ
い

て
適

切
に

対
応

す
る

こ
と

。
 

７
 

市
長

等
が

行
う

施
策

に
協

力
す

る
こ

と
。
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